
  令和５年度三重県市町総合事務組合の共有デジタル地図特別会計の予算は、次

に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

162,581 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表　歳入歳出

　予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和22年 法律第67号）第214条の規定により債務を負担す

　る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」

　による。

　（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

　の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

 (１) 各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での各項の

　　間の流用

提出

　 西　　田　　　　　健管 理 者

令和５年度三重県市町総合事務組合共有デジタル地図特別会計予算
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第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ
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　第１表

　１．歳　　入

款 項

千円

１．分担金及び負担金 40,236

１．負担金 40,236

２．交付金 121,342

１．交付金 121,342

３．繰越金 800

１．繰越金 800

４．諸収入 203

１．預金利子 1

２．雑入 202

162,581

　２．歳　　出

款 項

千円

１．事業費 138,072

１．事業費 138,072

２．諸支出金 24,509

１．繰出金 24,509

162,581

歳　入　歳　出　予　算

歳　　　　出　　　　合　　　　計

金　　　　　額

金　　　　　額

歳　　　　入　　　　合　　　　計
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　第２表

事　　項 期　　間 限度額

共有デジタル地図整備事業 令和5年度～令和7年度 1,006,000千円

債　務　負　担　行　為
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１．総　　括

　歳　　入

　歳　　出

組合債
千円 千円 千円 千円

1.事業費 138,072 34,065 138,072

2.諸支出金 24,509 25,513 24,509

歳 出 合 計 162,581 59,578 0 162,581

歳入歳出予算事項別明細書

△ 200

8

162,581

款

3.繰越金

4.諸収入

1.分担金及び負担金

1,000

千円

40,236

0

△ 1,004

本 年 度
予 算 額

203 195

本年度予算額の財源内訳

2.交付金

103,003

千円

121,342

款

歳  入  合  計

その他

特定財源

104,007

一般財源

59,578

前年度予算額

千円

1,667

56,716

103,003

比  較

64,626

38,569

比  較

本年度予算額

千円 千円

前 年 度
予 算 額

800
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